
類 特定外来生物の種類 特定外来生物の種類（学名） 公示/確認/認定 主体名 区域 期間  防除の目標 防除の内容 主務大臣 防除の一部を行う市町村名

哺乳類 クリハラリス Callosciurus erythraeus 公示
神奈川県（県内33

市町村）
神奈川県全域

R6.4.1～

R11.3.31
分布拡大の防止

生息が予想される地点、生息情報又は被害情報があった地点周辺にはこわ

なを設置して捕獲し、適切に処分する。
環境

横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉

市、逗子市、三浦市、葉山町、相模

原市、厚 木市、大和市、海老名市、

座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、

平塚市、藤沢市、 茅ヶ崎市、秦野

市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二

宮町、小田原市、南足柄市、 中井

町、大井町、松田町、山北町、開成

町、箱根町、真鶴町、湯河原町

哺乳類 キョン Muntiacus reevesi 公示 群馬県 群馬県全域
R6.7.1～

R15.6.30
（公示時点では県内未確認種）早期発見による定着防止

県内への侵入や生息が予想される地点及び生息情報又は被害情報があった

地点周辺に箱わなやくくりわな等を設置して捕獲し、適切に処分する。

環境、

農林水産

哺乳類 キョン Muntiacus reevesi 公示 埼玉県 埼玉県全域
R7.1.6～

R16.3.31
早期発見による定着防止（公示時点では県内未確認種）

県内への侵入や生息が予想される地点及び生息情報又は被害情報があった

地点周辺に箱わなやくくりわな等を設置して捕獲し、適切に処分する。

環境、

農林水産

哺乳類
カニクイアライグマ、アライ

グマ

Procyon cancrivorus,

Procyon lotor
公示

東京都

（都内47区市町）

東京都全域（島

しょ部を除く）

R6.5.27～

R8.3.31

生態系、農林水産業及び生活環境への被害の軽減と拡大の防止を目標と

し、最終的には野外からの根絶に努める。
原則として小型のはこわなにより捕獲し、適切に処分する。

環境、

農林水産

中央区、港区、新宿区、文京区、台

東区、墨田区、江東区、品川区、目

黒区、 大田区、世田谷区、渋谷区、

中野区、杉並区、豊島区、北区、荒

川区、板橋区、 練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区、八王子市、立川

市、武蔵野市、青梅市、 府中市、昭

島市、調布市、町田市、小金井市、

小平市、日野市、東村山市、国分寺

市、 国立市、福生市、狛江市、東大

和市、清瀬市、武蔵村山市、多摩

市、羽村市、 あきる野市、西東京

市、瑞穂町、日の出町

哺乳類
カニクイアライグマ、アライ

グマ

Procyon cancrivorus,

Procyon lotor
公示

神奈川県（県内33

市町村）
神奈川県全域

R6.4.1～

R11.3.31

生息分布域の縮小

個体数の減少
はこわな等により捕獲し、適切に処分する。

環境、

農林水産

横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉

市、逗子市、三浦市、葉山町、相模

原市、厚 木市、大和市、海老名市、

座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、

平塚市、藤沢市、 茅ヶ崎市、秦野

市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二

宮町、小田原市、南足柄市、 中井

町、大井町、松田町、山北町、開成

町、箱根町、真鶴町、湯河原町

哺乳類
カニクイアライグマ、アライ

グマ

Procyon cancrivorus,

Procyon lotor
公示

新潟県

（県内28市町村）
新潟県全域

R5.6.1～

R10.3.31

農作物や生活環境、生態系への被害軽減と分布拡大の防止を当面の目標と

し、最終的には県内からの完全排除を目標とする。
捕獲は基本的に箱わなを使用し、捕獲した個体は適切に処分する。

環境、

農林水産

新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、

新発田市、小千谷市、加茂市、十日

町市、見附市、村上市、燕市、糸魚

川市、妙高市、五泉市、上越市、阿

賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内

市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀

町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈

羽村、関川村

爬虫類 カミツキガメ Chelydra serpentina 公示 千葉県
千葉県全域（特に

印旛沼水系）

R7.4.1～

R12.3.31

本県における防除の最終的な目標は、カミツキガメの県全域からの排除と

する。

・生態系に係る被害の防止

・人の生命及び身体に係る被害の防止

計画的な防除として、ワナ等により捕獲し適切に処分することとする。 環境

爬虫類 カミツキガメ Chelydra serpentina 確認 野田市
千葉県野田市江川

地区

R5.7.28～

R11.3.31
身体にかかる被害の防止のため、区域からの排除を目的とする。 もんどり罠により捕獲し、防除した個体は適切に処分する。 環境

爬虫類 カミツキガメ Chelydra serpentina 認定
一般社団法人ワニ

ガメ生態研究所

埼玉県春日部市及

びさいたま市岩槻

区を流れる新方川

とその接続水路

R6.11.11～

R15.8.24

防除を行う区域から完全防除することを長期的な目標とし、当面の目標と

しては、生息状況を把握し、生息域の拡大を抑える。
情報があった河川地点に直接入り、手捕りで捕獲を実施する。 環境

爬虫類 グリーンアノール Anolis carolinensis 公示 環境省 小笠原国立公園
R5.9.1～

R15.3.31

生態系被害の防止

長期：小笠原諸島からの完全排除

短期：局所的な低密度化

・粘着トラップにより捕獲し、捕獲した個体は適切に処分する。（兄島）

・侵入防止柵の整備（兄島、母島）

・港湾部での捕獲による拡散防止（父島・母島）

・属島における侵入有無の把握

・防除技術の開発

環境

両生類 オオヒキガエル Bufo marinus 公示 環境省 小笠原国立公園
R5.9.1～

R15.3.31
生態系被害の防止、母島南崎における繁殖防止

・オオヒキガエル侵入防止柵の設置（母島南崎 蓮池）

・手取り等により捕獲し、捕獲した個体は適切に処分する。
環境



昆虫類 アカボシゴマダラ Hestina assimilis 認定
特定非営利活動法

人　生態工房

都立光が丘公園、

都立石神井公園

R5.10.2～

R15.3.31

当面 5 年間で個体群成長の抑制と被害の低減化を図る。次の 5 年間で根絶

と定着経路の排除を行う。将来的には対象区域での根絶または完全排除を

目標とする。

捕虫網・徒手により捕獲し、捕獲個体は適切な方法で処分する。 環境

昆虫類 ツヤハダゴマダラカミキリ Anoplophora glabripennis 確認 中央区 中央区全域
R6.3.11～

R8.3.31

増殖・拡散防止、及び被害樹木の倒木や落枝による危険性の排除、将来的

には対象区域での根絶又は完全排除を目標とする。

被害樹木を伐採し、当該生物の逸出防止及び伐採物の落下防止措置を行っ

た上で運搬し、適切に処分する。

環境、

農林水産

昆虫類 ツヤハダゴマダラカミキリ Anoplophora glabripennis 確認 笠間市 笠間市全域
R6.4.1～

R16.3.31

樹木への食害及び一部枯れる被害による倒木の危険性の排除、生態系被害

の防止並びに生息域拡大防止を図る。

・確認された個体は適切に処分する。

・食害を受けた樹木の伐採後、対象生物の逸出防止及び伐採物の落下防止

措置を行った上で運搬し、伐採物とともに樹木処分業者による粉砕処分を

行う。

環境、

農林水産

昆虫類 ツヤハダゴマダラカミキリ Anoplophora glabripennis 確認 土浦市 土浦市全域
R6.4.1～

R16.3.31

生態系被害の防止と生息域拡大防止を図るとともに、樹木への食害、落ち

枝や倒木による被害を未然に防止する。

・発見した生体は、適切に処分する。

・加害された樹木は伐採し、対象種の逸出防止及び伐採物の落下防止措置

を行った上で運搬し、焼却又は粉砕により適切に処分する。

環境、

農林水産

昆虫類
サビイロクワカミキリ、クビ

アカツヤカミキリ

Apriona swainsoni, Aromia

bungii
確認 中央区 中央区全域

R6.3.12～

R8.3.31

増殖・拡散防止、及び被害樹木の倒木や落枝による危険性の排除、将来的

に

は対象区域での根絶又は完全排除を目標とする。

被害樹木を伐採し、当該生物の逸出防止及び伐採物の落下防止措置を行っ

た上で運搬し、適切に処分する。
環境

軟体動物等
ニューギニアヤリガタリクウ

ズムシ
Platydemus manokwari 公示 環境省 小笠原国立公園

R5.9.1～

R15.3.31
生態系被害の防止、未侵入地域（母島や属島）への拡散防止

・防除技術の開発

・母島や属島における侵入有無の把握

・侵入確認時に薬剤の散布等により防除

環境

植物 ナガエツルノゲイトウ Alternanthera philoxeroides 公示 千葉県
千葉県全域の千葉

県管理河川

R5.5.19～

R15.3.31

防除を行う区域から完全排除することを長期目標とし、10年間の目標とし

て、防除を行う区域における被害の低減化を図ることとする。

流出防止ネットを設置し、船上及び岸辺からバックホウや人力によって刈

取り又は引抜きを行い、防除した個体は適切に処分する。
環境

植物 ナガエツルノゲイトウ Alternanthera philoxeroides 公示 東京都
荒川（東京都が含

まれる範囲）

R6.10.1～

R9.3.31

区市町村等の河川管理者や市民団体による継続的な本種の防除を実施容易

にするため、本種の大規模群落の防除を実施し、低密度化を図る。

手作業を基本とした根までの抜き取り駆除を実施する。駆除した本種は一

時保管場所で水を切ったのち、一般廃棄物として焼却処分する。
環境

植物 アレチウリ Sicyos angulatus 確認 富士河口湖町
山梨県南都留郡富

士河口湖町全域

R7.5.1～

R17.3.31

湖畔のヨシ群落の減少、消失、農作物被害、他地域へのアレチウリ分布拡

大の助長が予想される為、アレチウリの根絶を目標とする。
除去作業（引き抜き）を行い、駆除個体は焼却処分とする。 環境

複数の分類

群

ハナガメ、アカボシゴマダ

ラ、ナガエツルノゲイトウ

Mauremys sinensis, Hestina

assimilis, Alternanthera

philoxeroides

認定

NPO法人水元ネイ

チャープロジェク

ト

葛飾区内全域（都

立水元公園を含

む）

R6.9.5～

R16.3.31
根絶及び早期発見による定着防止を目標とする。

計画的な防除として、かご網、捕虫網等による捕獲や手による抜き取りを

行い適切に処分する。
環境


